
 

 

令和元年度 事業計画書（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日） 

 

１．熱供給事業の長期ビジョンの検討 

熱供給事業が有する環境性・防災性・経済性のポテンシャルが、エネルギーの利用効

率向上に加え、都市強靭化・ＢＣＤ構築、地方都市機能の集約・再配置という都市政

策上の課題解決と、パリ協定に基づく温室効果ガス削減に係る国際誓約の達成に、大

きく貢献できることを定性的かつ定量的に示すために、大都市圏と地方都市の需要環

境を対象にした「エネルギーの面的利用（熱供給事業/地点熱供給）に関する新規事業

のモデルの構築」と、長期的な視点に立った地域熱供給の要素技術の進展等を踏まえ

た「地域熱供給２０３０ロードマップ」についてサブワーキンググループにて掘り下

げ、要素技術・省エネ技術等の検討・整理および将来展望の作成や、新規事業モデル

構築に必要な検討並びに外部委託作業の準備をこれまで行ってきた。 

２０１９年度は、それらの取りまとめに注力し、さらに、ＩＴ活用等によるオペレー

ションやメンテナンスの高度化、エネルギーマネジメント、周辺サービス展開による

事業多角化などについても調査・検討を行い、外部有識者の意見を取り入れながら、

長期ビジョンの完成を目指す。 

 

２．地域熱供給５０周年記念事業の展開 

  ２０２０年は、大阪千里中央などで本格的に地域熱供給が開始されて５０年となる記

念すべき年である。この機会を最大限活用し、対外的ＰＲを展開していく。関係省庁、

学識経験者等のステークホルダーとの関係性をさらに深化させ、エンドユーザー含め広

範囲を対象にして普及ＰＲ活動を展開する。 

 

３．熱供給事業に関する調査及び研究に係る事業 

（１）国の施策の動向等に関する調査研究 

熱の面的利用の促進に向けて、適宜国の動向等に留意しながら今後も熱の面的利用

の促進に向けて、国や地方自治体、有識者等に対して継続的な働きかけを行っていく。 

 

（２）熱供給事業の普及促進に関する調査研究 

長期ビジョン策定との整合を取りながら、熱供給事業の普及促進に関する研究テー

マを厳選し、大学等の教育機関や外部の研究機関とともに調査研究を行い、その成果

を報告・発信する。 

 

（３）熱供給事業に係る現状と対策に関する調査研究 

最適な既設設備の運用改善や DR、再エネ導入への運用等に関連した省エネルギー

の対策・手法について調査研究を行う。 

 



 

 

（４）保安・安全管理に関する調査研究 

熱供給事業の基盤整備の一環で、法令やコンプライアンス順守に資する保安・安全

管理に関する情報の提供や周知・啓発を行うことで事業者を支援する。 

甚大な災害に対し、事故事例や災害事例（例えば北海道胆振地方東部地震など）を共

有し、ＢＣＰ、ＢＣＤを含め安定した継続供給のための情報提供を行う。 

保安推進キャンペーンと防災訓練を実施する。 

 

（５）熱供給設備・熱需要等のデータの定期的収集 

熱供給事業の普及・発展的活動の基礎データとするため、熱供給設備・熱需要等の

定期的な調査を行うとともに、熱供給施設の事故情報などの収集も継続実施する。 

 

４．熱供給事業に関する普及及び啓発に係る事業 

（１）地域熱供給５０周年記念事業の展開 

５０周年を「熱供給事業」を社会一般に対し、幅広く発信する機会と捉え、各種シ

ンポジウム、セミナーを活用し、長期ビジョン（今後の熱供給事業のあり方など）を

中心に訴求、普及・発展に向けた機運を高めていく。 

 

（２）資源エネルギー庁委託の広報事業 

資源エネルギー庁委託の広報事業の受託を目指す。 

 

（３）協会広報誌「熱供給」の定期的発行 

広報誌「熱供給」を年３回（うち１回は５０周年特集号）発行し、有識者対談や論

文、最新の国などの政策方針や事業者の地域紹介などを掲載し、熱供給事業の優位性

を訴求する。 

 

（４）その他熱供給事業に関する情報の発信 

熱供給事業の認知度向上に向け、新たな有識者・団体との関係づくりやＰＲ効果の

高い広告媒体の発掘を行う。 

 

５．熱供給事業に関する研究会、講習会等の開催に係る事業 

（１）日本熱供給事業協会シンポジウムの開催 

会員の業務課題に関する情報の共有化・意見交換、技術改善活動等の成果発表と技

術開発情報の共有化・意見交換、賛助会員を含めた会員全体の相互交流を目的に、日

本熱供給事業協会シンポジウムを開催する。（１０月１５日－１６日、横浜で開催予

定） 

 

（２）熱供給事業に関連する法令の説明会等の開催 



 

 

熱供給事業法の法手続きの取扱い及び熱供給事業に関連する指針等の説明会を開

催する。また、新任者、転入者向けの熱供給事業の基礎的な研修会を開催する。 

 

（３）住宅事業者情報交換会の開催 

指定旧供給区域の事業者等による諸課題及び取組み状況等に関する情報交換会を

開催する。 

 

（４）熱供給事業法における登録等に関する業務相談への対応 

熱供給事業法等における登録等に関する会員からの相談に対応する。 

 

（５）お客さまの離脱防止等に関する相談への対応 

お客さまの離脱防止を支援するため、会員からの相談に対応する。 

 

（６）熱供給事業者セミナーの開催 

熱供給事業等に関する情報提供を行うため、熱供給事業者セミナーを社員総会に併

せて開催する。（６月１２日、東京） 

 

（７）経理・税制説明会の開催等 

会員の経理担当者の業務知識の向上を図るため、専門講師を招いて、毎年改正され

る税制改正のポイントを中心に経理・税制に関する説明会を開催する。（８月２２日、

札幌で予定） 

また、消費税増税に向けて実務的な取扱いのフォローを実施する。 

 

（８）支部組織における技術情報交換会の開催 

技術委員会の活動状況や支部事業者の技術情報の共有化、コミュニケーションの強

化、技術知識の向上を目的に、支部及び地区単位での技術情報交換会を開催する。 

 

  



 

 

６．熱供給事業に関する内外関係機関等との交流及び協力に係る事業 

（１）国、自治体、有識者・オピニオンリーダー、関連団体等との関係構築 

５０周年事業の実施にあわせて、協会内で検討している長期ビジョン（今後の熱供給

事業のあり方など）を中心に訴求していく。 

 

（２）国際交流の推進 

２０１８年度海外事情調査研究会の成果を、次世代を担う担当者へ伝承するととも

に、今後の視察候補について検討する。また、研究成果を広報活動と連携しながら、

広く効果的に情報発信していく。（欧州熱供給講演会を 6/13 開催） 

 

７．その他目的達成のための事業 

（１）会員数増加に向けた取り組み 

引き続き、あらゆる機会を使って会員数増加に向けた活動を継続する。 

 

（２）協会表彰制度の運営 

定時社員総会において協会表彰を実施する。（６月１２日、東京） 

 

（３）保安推進月間の実施 

９月、１０月の２ヶ月間を保安推進月間とし保安推進キャンペーンを実施する。 

また、９月１０日に防災訓練を実施する。（毎年９月の第２火曜日に開催） 

 

（４）熱供給事業便覧の発行・頒布 

独占禁止法や建築物省エネ法等に対応するため、２０１７年度に、料金単価等の掲

載取止めや原燃料使用量の仕分け見直し等を行った。そのフォローを実施し、発刊・

頒布する。 

 

（５）会員名簿の整備 

例年どおり１０月を目途に作成し、会員向けに配付する。 

以 上 


